
　
付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
一
号
議
案
　
島
原
市
職
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例
及
び
島
原
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
配
偶
者
が
育
児
休
業
を
し

て
い
る
職
員
に
つ
い
て
も
育
児
休
業
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
、
所
要
の
整
備
を
図
る

た
め
、
こ
の
条
例
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
現
行
制
度
で
は
、
育
児
休
業
の
取
得
は

　
　
原
則
一
回
だ
が
、
今
回
の
改
正
案
で
は
子
の

　
　
出
生
の
日
か
ら
五
十
七
日
間
以
内
に
最
初
の

　
　
育
児
休
業
を
し
た
職
員
は
特
別
な
事
情
が
な

　
　
く
て
も
再
び
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
五
十
七
日
間
と
い

　
　
う
期
間
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
定
め
た
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
国
の
人
事
院
規
則
に
お
い
て
、
子
の
出

　
　
生
の
日
と
産
後
休
暇
の
八
週
の
期
間
を
考
慮

　
　
し
て
五
十
七
日
間
を
定
め
て
お
り
、
当
該
期

　
　
間
を
基
準
と
し
て
条
例
に
お
い
て
五
十
七
日

　
　
間
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
育
児
短
時
間
勤
務
と
部
分
休
業
、

育
児
の
た
め
の
時
間
外
勤
務
の
免
除
等
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
四
号
議
案
　
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
国
の
広
域
行
政
圏
施
策
の
見
直
し
及
び
ふ
る
さ

と
市
町
村
圏
基
金
の
廃
止
に
伴
い
、
島
原
地
域
広

域
市
町
村
圏
組
合
規
約
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方

自
治
法
第
二
百
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議

決
を
経
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
第
四
十
四
号
議
案
と
第
四
十
五
号
議
案

　
　
の
関
連
性
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
規
約
に

　
　
は
広
域
圏
で
す
る
い
ろ
ん
な
事
業
を
う
た
っ

　
　
て
い
る
。
そ
の
中
に
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基

　
　
金
の
取
り
扱
い
も
う
た
っ
て
あ
る
。
今
回
、

　
　
国
の
取
り
扱
い
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

　
　
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
を
廃
止
す
る
た
め
、

　
　
ま
ず
、
事
務
の
部
分
を
削
除
す
る
と
い
う
の

　
　
が
第
四
十
四
号
議
案
で
あ
る
。
第
四
十
五
号

　
　
議
案
は
、
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
廃
止

　
　
に
伴
い
そ
の
事
務
で
取
り
扱
っ
て
い
た
財
産

　
　
を
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
団
体
に
返
還
す
る
方
法

　
　
に
つ
い
て
う
た
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
事
業

内
容
、
廃
止
の
理
由
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
五
号
議
案
　
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金

の
廃
止
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て

　
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
廃
止
に
伴
う
財
産

処
分
に
関
す
る
協
議
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
条
の
規

定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
経
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
廃
止
に
伴

　
　
い
本
市
に
出
資
金
等
が
返
還
さ
れ
る
時
期
は

　
　
い
つ
に
な
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
額
は
、
出
資

　
　
金
と
運
用
益
金
、
合
わ
せ
て
、
三
億
三
千
六

　
　
百
八
十
三
万
八
百
八
円
で
あ
る
が
、
返
還
の

　
　
時
期
は
来
年
三
月
末
の
予
定
で
あ
る
。

　
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
六
号
議
案
　
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に

つ
い
て

　
県
央
広
域
圏
西
部
地
区
塵
芥
処
理
一
部
事
務
組

合
が
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解

散
し
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
か
ら
脱
退

す
る
こ
と
に
伴
い
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
規
約
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
二
百

九
十
条
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
経
よ
う
と

す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
か
ら
脱

　
　
退
す
る
一
部
事
務
組
合
の
組
織
の
概
要
は
ど

　
　
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
当
時
の
旧
森
山
町
、
旧
飯
盛
町
、
旧
吾

　
　
妻
町
、
旧
愛
野
町
、
旧
千
々
石
町
で
構
成
さ

　
　
れ
て
い
た
組
合
で
あ
る
。

　
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。
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委 員 会 活 動 委 員 会 活 動 委 員 会 活 動 
　 9 月 9 日 の 本 会 議 で 付 託 さ れ た 議 案 に つ い て 、 総 務 委 員 会 （ 9 月

10日）、産業建設委員会（9月13日）、教育厚生委員会（9月14日）、

及 び 予 算 審 査 特 別 委 員 会 （ 9 月 16 日 ） を 開 き 審 査 し ま し た の で 、

概要をお知らせします。 

総

務

委

員

会
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産
業
建
設
委
員
会

新たに道路を整備する予定箇所

○
第
五
十
三
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

交
通
災
害
共
済
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
千
二
百
三
十
八
万
七
千
百
三
円
、

歳
出
決
算
額
千
百
二
十
九
万
三
千
七
百
二
十
八
円

円
、
差
引
百
九
万
三
千
三
百
七
十
五
円
を
基
金
に

繰
り
入
れ
る
。

﹇
質
疑
﹈
見
舞
金
の
内
訳
、
加
入
者
数
と
加
入
率
、

　
　
基
金
の
残
高
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
見
舞
金
は
、
八
十
八
件
の
七
百
三
十
九

　
　
万
五
千
円
の
支
払
い
を
し
て
い
る
。
加
入
者

　
　
は
二
十
一
年
度
が
二
万
七
百
七
十
五
名
、
加

　
　
入
率
が
五
十
五
・
七
一
％
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
基
金
の
残
高
は
、
二
十
一
年
度
末
の
残
高
が

　
　
六
千
九
百
九
十
二
万
三
千
四
百
十
三
円
と
な

　
　
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
有
明
地
区
の
加
入
率
、
二
つ
の
制

度
の
給
付
内
容
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
七
号
議
案
　
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て　
市
道
路
線
を
認
定
す
る
た
め
、
道
路
法
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
経
よ
う

と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
現
況
は
何
ら
交
通
に
は
支
障
が
な
く
道

　
　
路
の
必
要
性
は
感
じ
な
い
が
、
今
回
認
定
を

　
　
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
は
何
か
。

﹇
答
弁
﹈
付
近
に
雲
仙
自
動
車
学
校
が
移
転
す
る

　
　
予
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
入
る
道
路
が
現
在
は

　
　
一
本
し
か
な
く
、
朝
晩
は
非
常
に
多
く
の
車

　
　
両
が
通
行
し
、
県
道
愛
野
島
原
線
に
出
る
の

　
　
も
難
し
い
状
況
に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、

　
　
新
規
の
道
路
を
整
備
す
る
計
画
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
計
画
道
路
の
段
階
で
の
市
道
路
線

認
定
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。

○
第
五
十
二
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

温
泉
給
湯
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
八
千
四
百
六
十
一
万
二
千
三
百
二

十
円
、
歳
出
決
算
額
六
千
三
百
四
十
九
万
五
千
六

百
八
十
六
円
、
差
引
二
千
百
十
一
万
六
千
六
百
三

十
四
円
の
繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
は
幾
ら
か
。

﹇
答
弁
﹈
平
成
二
十
年
度
は
燃
料
の
高
騰
が
あ
り
、

　
　
二
千
四
百
三
十
万
円
を
繰
り
入
れ
て
い
る
が
、

　
　
二
十
一
年
度
は
当
初
予
算
と
同
じ
千
四
百
万

　
　
円
の
繰
り
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
収
入
未
済
額
へ
の
対
応
、
温
泉
事

業
の
経
済
効
果
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
五
十
五
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

島
原
都
市
計
画
事
業
安
中
土
地
区
画
整
理
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
五
千
六
百
十
二
万
九
千
百
七
十
二

円
、
歳
出
決
算
額
二
千
六
百
九
万
九
百
四
十
九
円
、

差
引
三
千
三
万
八
千
二
百
二
十
三
円
の
繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
土
地
区
画
整
理
事
業
を
民
間
に
委
託
す

　
　
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
都
市
計
画
事
業
で
進
め
て
い
る
の
で
民

　
　
間
に
委
託
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
が
、
宅

　
　
建
協
会
な
ど
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
進
め
ら
れ

　
　
な
い
か
検
討
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
坪
単
価
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
質

疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

○
第
五
十
六
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

有
明
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
六
億
六
百
七
十
五
万
四
十
六
円
、

歳
出
決
算
額
五
億
六
千
七
百
十
七
万
五
百
四
十
円
、

差
引
三
千
九
百
五
十
七
万
九
千
五
百
六
円
の
繰
越

決
算
。

﹇
質
疑
﹈
水
道
管
の
本
管
か
ら
住
宅
ま
で
が
離
れ

　
　
て
お
り
、
給
水
を
受
け
る
た
め
に
は
、
市
道

　
　
に
も
水
道
管
を
布
設
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

　
　
で
も
個
人
負
担
は
あ
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
市
道
で
あ
っ
て
も
本
管
か
ら
先
の
部
分

　
　
の
給
水
管
は
個
人
負
担
と
な
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
市
が
新
た
に
水
道
管
を
市
道
に
布

設
す
る
た
め
の
条
件
、
布
設
が
え
の
一
メ
ー
ト
ル

当
た
り
の
単
価
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
五
十
八
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

水
道
事
業
会
計
決
算

　
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
収
益
的
収
支
で
は
、
収
入
四
億
五
千
三
百
六
十

五
万
二
千
六
百
七
十
九
円
、
支
出
四
億
五
千
百
五
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教
育
厚
生
委
員
会

十
四
万
八
千
円
。
資
本
的
収
支
で
は
、
収
入
一
億

五
千
七
百
十
五
万
二
千
七
百
六
十
円
、
支
出
二
億

八
千
六
百
六
十
万
八
千
八
百
三
十
七
円
で
、
不
足

一
億
二
千
九
百
四
十
五
万
六
千
七
十
七
円
は
、
過

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
、
当
年
度
分
損
益
勘

定
留
保
資
金
で
補
て
ん
さ
れ
て
い
る
。

﹇
質
疑
﹈
大
規
模
な
改
修
の
計
画
は
あ
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
有
明
簡
水
を
二
十
五
年
度
ま
で
に
統
合

　
　
し
、
島
原
上
水
に
二
つ
あ
る
簡
水
を
二
十
六

　
　
年
度
か
ら
二
十
八
年
度
ま
で
に
統
合
す
る
。

　
　
そ
の
後
、
二
十
八
年
度
以
降
に
各
浄
水
場
等

　
　
の
整
備
を
計
画
し
て
お
り
、
そ
の
総
事
業
費

　
　
が
四
十
億
円
程
度
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
簡
易
水
道
事
業
が
終
わ
る
時
期
、

水
道
料
金
の
設
定
方
法
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
付
託
さ
れ
た
議
案
七
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
二
号
議
案
　
島
原
市
福
祉
医
療
費
の
支

給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
新
た
に
父
子
家
庭
に
お
け
る
父
と
子
を
福
祉
医

療
費
の
支
給
の
対
象
と
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
に
所
得
制
限

　
　
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
父
子
家
庭
の
支
給
対

　
　
象
者
は
何
人
か
。

﹇
答
弁
﹈
父
子
家
庭
の
父
に
も
所
得
制
限
が
あ
り
、

　
　
扶
養
が
い
な
い
場
合
は
百
九
十
二
万
円
、
扶

　
　
養
が
一
人
ふ
え
る
ご
と
に
三
十
八
万
円
の
追

　
　
加
と
な
る
。
ま
た
、
養
育
者
が
対
象
の
場
合

　
　
は
、
扶
養
が
い
な
い
と
き
は
二
百
三
十
六
万

　
　
円
、
配
偶
者
が
重
度
障
害
者
で
あ
る
場
合
も
、

　
　
扶
養
が
い
な
い
と
き
は
二
百
三
十
六
万
円
、

　
　
と
も
に
扶
養
が
一
人
ふ
え
る
ご
と
に
三
十
八

　
　
万
円
の
追
加
と
な
る
所
得
制
限
が
あ
る
。
支

　
　
給
対
象
者
数
は
、
父
子
家
庭
の
父
で
百
九
人
、

　
　
子
供
で
約
百
五
十
人
と
予
想
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
事
実
婚
の
定
義
、
事
実
婚
解
消
の

認
定
方
法
、
市
の
実
質
的
調
査
権
限
、
現
物
給
付

等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
原
案

の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
三
号
議
案
　
島
原
図
書
館
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
市
の
組
織
・
機
構
の
見
直
し
に
伴
い
、
所
要
の

整
備
を
図
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
今
回
の
改
正
理
由
は
何
か
。

﹇
答
弁
﹈
さ
き
の
議
会
に
お
い
て
「
課
」
を
「
グ

　
　
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
条
例
改
正
を
一
括
し
て

　
　
上
程
し
た
が
、
確
認
し
た
結
果
、
こ
の
条
例

　
　
だ
け
が
改
正
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

　
　
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
で
あ
る
。
チ
ェ
ッ
ク

　
　
が
甘
か
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

　
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
九
号
議
案
　
平
成
二
十
二
年
度
島
原
市

老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　
千
六
百
九
十
三
万
七
千
円
を
追
加
し
、
予
算
の

総
額
を
千
七
百
六
十
四
万
六
千
円
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
こ
の
制
度
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

　
　
始
ま
っ
て
か
ら
廃
止
さ
れ
た
が
、
対
象
年
齢

　
　
は
何
歳
以
上
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
特

　
　
別
会
計
は
何
年
ま
で
続
く
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
対
象
年
齢
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

　
　
同
じ
く
七
十
五
歳
以
上
で
あ
る
。
ま
た
、
過

　
　
去
の
医
療
費
を
清
算
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

　
　
三
年
間
、
こ
の
会
計
を
維
持
す
る
こ
と
に
な

　
　
っ
て
い
る
。
今
年
度
が
最
終
年
度
に
な
る
。

　
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
五
十
一
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
六
十
九
億
八
千
六
百
一
万
八
千
五

百
二
十
六
円
、
歳
出
決
算
額
六
十
八
億
九
千
八
百

三
十
七
万
五
千
七
百
六
十
三
円
、
差
引
八
千
七
百

六
十
四
万
二
千
七
百
六
十
三
円
の
繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
こ
こ
数
年
、
医
療
費
の
値
上
が
り
と
の

　
　
イ
タ
チ
ご
っ
こ
で
、
医
療
費
が
上
が
っ
た
か

　
　
ら
国
保
税
も
上
げ
る
と
い
う
答
弁
が
あ
っ
て

　
　
い
る
が
、
病
院
に
か
か
る
前
の
健
康
管
理
維

　
　
持
の
た
め
に
、
市
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
取

　
　
り
組
み
を
し
て
い
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
保
険
給
付
費
は
毎
年
数
パ
ー
セ
ン
ト
上

　
　
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
抑
え
る
た
め
、
ケ

　
　
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
等
を
利
用
し
た
健
康
体
操
を

　
　
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、
放
送
す
る
費
用

　
　
の
見
積
り
を
と
っ
た
と
こ
ろ
高
額
で
あ
っ
た

　
　
た
め
、
ま
だ
踏
み
切
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
健
康
体
操
、
一
般
財
源
か
ら
の
繰

り
入
れ
、
保
険
給
付
費
の
推
移
、
総
医
療
費
に
占

め
る
疾
病
の
割
合
、
特
定
健
診
受
診
率
の
目
標
値
、

が
ん
検
診
受
診
率
の
目
標
値
等
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

○
第
五
十
四
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

  

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
一
億
二
千
三
百
二
十
三
万
八
千
五

百
一
円
、
歳
出
決
算
額
一
億
六
百
三
十
万
千
六
十

七
円
、
差
引
千
六
百
九
十
三
万
七
千
四
百
三
十
四

円
の
繰
越
決
算
。

　
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し

た
。

○
第
五
十
七
号
議
案
　
平
成
二
十
一
年
度
島
原
市

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
決
算
額
五
億
四
百
六
十
三
万
三
百
八
十
円
、
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予
算
審
査
特
別
委
員
会

第一小学校改築の現場を視察する委員

島原復興アリーナに移設された龍馬像

歳
出
決
算
額
四
億
九
千
四
百
九
十
三
万
五
百
十
五

円
、
差
引
九
百
六
十
九
万
九
千
八
百
六
十
五
円
の

繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
後
期
高
齢
者
に
お
け
る
疾
病
の
割
合
と
、

　
　
本
市
の
特
徴
は
何
か
。

﹇
答
弁
﹈
本
市
の
一
位
が
高
血
圧
疾
患
で
九
・
七

　
　
％
、
二
位
が
そ
の
他
の
心
疾
患
で
七
・
八
％
、

　
　
三
位
が
脳
梗
塞
で
六
・
五
％
、
四
位
が
骨
折

　
　
で
五
・
九
％
、
五
位
が
腎
不
全
で
五
・
二
％

　
　
に
な
っ
て
い
る
。
特
徴
的
な
も
の
は
、
そ
の

　
　
他
の
心
疾
患
が
県
平
均
よ
り
か
な
り
高
く
、

　
　
脳
梗
塞
は
逆
に
〇
・
六
％
低
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
腎
不
全
が
県
平
均
よ
り
も
一
％
ほ
ど

　
　
高
く
、
糖
尿
病
に
つ
い
て
も
県
平
均
よ
り
一

　
　
％
ほ
ど
高
い
状
況
に
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
健
康
管
理
維
持
対
策
、
後
期
高
齢

者
医
療
費
の
推
移
、
現
役
世
代
の
費
用
負
担
等
に

つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す

る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

○
第
五
十
九
号
議
案
　
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て

　
第
一
小
学
校
解
体
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
監
督
職
員
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
立

　
　
場
の
者
を
選
任
す
る
の
か
。
ま
た
、
資
格
は

　
　
必
要
な
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
教
育
委
員
会
の
技
術
職
員
二
名
を
監
督

　
　
職
員
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
監
督
職
員

　
　
に
特
に
資
格
と
い
う
の
は
必
要
な
い
と
さ
れ

　
　
て
い
る
が
、
教
育
委
員
会
に
い
る
技
術
職
員

　
　
は
技
師
で
あ
り
、
各
工
事
の
現
場
代
理
人
と

　
　
管
理
委
託
業
者
の
技
術
者
と
打
ち
合
わ
せ
を

　
　
し
な
が
ら
工
事
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
仮
契
約
書
の
か
し
担
保
条
項
、
建

設
工
事
と
監
理
業
務
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
質
疑

が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
付
託
さ
れ
た
議
案
一
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
八
号
議
案
　
平
成
二
十
二
年
度
島
原
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　
一
億
五
千
百
六
十
二
万
八
千
円
を
追
加
し
、
予

算
の
総
額
を
二
百
七
億
百
八
十
二
万
七
千
円
と
す

る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
龍
馬
像
の
活
用
方
法
は
ど
う
考
え
て
い

　
　
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
サ
ッ
カ
ー
が
好
き
な
子
供
た
ち
に
と
っ

　
　
て
、
サ
ム
ラ
イ
ブ
ル
ー
ジ
ャ
パ
ン
は
龍
馬
像

　
　
だ
け
で
は
な
く
夢
と
希
望
を
持
た
せ
る
も
の

　
　
で
あ
り
、
社
会
人
に
と
っ
て
も
イ
ン
パ
ク
ト

　
　
が
残
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
面
を
生

　
　
か
し
な
が
ら
国
体
に
向
け
た
活
用
、
さ
ら
に

　
　
ジ
オ
パ
ー
ク
と
セ
ッ
ト
に
し
た
活
用
が
期
待

　
　
で
き
る
。
多
額
の
経
費
を
か
け
て
設
置
す
る

　
　
の
で
、
今
後
さ
ら
に
価
値
あ
る
も
の
に
し
た

　
　
形
で
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

﹇
質
疑
﹈
満
喫
島
原
の
幸
宿
配
事
業
は
ど
う
い
う

　
　
事
業
な
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
雇
用
創
出
の
た
め
全
体
事
業
費
の
半
分

　
　
以
上
は
人
件
費
と
し
て
利
用
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
あ
り
、
受
託
し
た
業

　
　
者
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
採
用
す
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
提
供
す
る
料
理
の
材
料
費
は
、

　
　
一
食
当
た
り
五
百
円
程
度
を
想
定
し
て
お
り
、

　
　
宿
配
方
法
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
島
原
か
ら
の
贈

　
　
り
物
と
い
う
こ
と
で
風
呂
敷
的
な
も
の
に
包

　
　
ん
だ
形
で
お
届
け
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
鉄
道
輸
送
高
度
化
事
業
費
補
助
金
、

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
場
整
備
に
関
す
る
委
託
料
、
海
外

観
光
客
等
も
て
な
し
語
学
研
修
事
業
等
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

市議会からのお知らせ

インターネットで
　　島原市議会会議録が検索できます。

　市議会の審議の様子や市政に対する一般質問の内容
などを市民の皆様に広くお知らせするため、市議会ホ
ームページに市議会会議録を掲載しております。                                                       
　ことばや発言者など、さまざまな方法で簡単に検索
できますので、ご活用ください。                                       
　会議録は、平成５年以降のものを閲覧・検索するこ
とができます。

島原市議会のホームページアドレスは http://www.city.shimabara.lg.jp/gikai/ 


